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ⅤⅤ  計計画画のの推推進進方方策策 

 

１．全ての主体の参加による計画推進 
 本計画の推進に当たっては、市民、事業者、市の各主体が自主的かつ積極的に取り組むことが

急務です。 

 しかし、市民一人ひとり、一事業所の取り組みだけでは限界があります。各主体の役割に応じ

て互いに連携し、知恵を出し、協力し合っていくことで、より大きな力が発揮できます。そのた

め、地域ごと、業種ごと、あるいは市民や事業者といった立場を超えて、地球温暖化対策の取り

組みを広げていくことが期待されます。 

 さらに、近隣や地方の自治体と協力・連携し、東京都や国による施策に協力・連携することで、

効果的かつ訴求力のある取り組みを展開していきます。 

 

２．推進・進行管理のための体制 
 本計画は、市民、事業者、市の各主体の参加のもとで、推進と進行管理を行います。また、中

心となる組織として、以下の各組織を位置づけます。 

 

 ①環境審議会 

 環境審議会は、環境基本条例に基づく市長の附属機関で、学識経験者や関係団体の代表者、

公募の市民などにより構成されます。 

＜役割＞ 

・ 施策の妥当性の判断や施策の修正などについて、市長に対して提言、具申する 

・ 環境基本計画等の策定や見直しについて審議 

 

 ②地球温暖化対策地域協議会 

 地球温暖化対策地域協議会は、地球温暖化対策推進法第26条第1項の規定に基づき、事業

者、関係団体、市民などのさまざまな主体が参加し、地域での連携・協働による地球温暖化対

策を進めるための組織です。早期の設立に向けて、準備を行います。 

＜役割＞ 

・ 市民等への情報発信・普及啓発、協働事業の実施(キャンペーン、セミナー・シンポジウム、

社会実験等)、行政や市民等に対する意見・提案などを実施 
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現在、環境基本計画の重点プロジェクト１「CO2を削減して、地球にやさしい生活を心がけ

よう」を推進するため、西東京市環境保全活動等推進員を設置しています。市民、事業者が委

員となり、地球温暖化を防止するための事業提案、市の環境学習事業の協力を行っています。 

今後は、この環境保全活動等推進員を中心に地域協議会の早期の設立に向けて、準備を行い

ます。 

 
 ③庁内組織（庁内推進委員会：環境経営本部）（市） 

 庁内推進委員会は、階層的な広がりを見せる地域の環境問題と地球環境問題を優先的に取り

組むため、行政内で推進する組織であり、各課の環境保全にかかる施策を調整し、積極的に施

策を推進するための組織です。 

＜役割＞ 

・ 本計画に基づく各施策の調整・推進を図るとともに、計画の進捗状況の評価・点検、その

後の方向性の検討などを行う 

 環境経営本部は、副市長をトップとして、庁内の横断的な環境保全施策の調整及び進捗管理

を行い、環境管理統括責任者である市長に報告します。市長は計画の見直しなど、施策を統括

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境審議会 

庁内推進委員会：環境経営本部 
本部長：副市長 

副本部長：教育長 

本部員：各部長ほか 

市長 

（環境経営総括責任者） 

環境管理責任者

（生活環境部長）

事務局 
（環境保全課） 

地球温暖化対策 
地域協議会 

各課：環境管理推進員

諮問

答申

指示

指示

報告 

報告 
地域での連携・協働による

対策の推進 

関係 
団体 市民等 

庁内組織

事業者 

参 加 

事業提案 

事業協力 



 －41－

３．ＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理 
 本計画の実効性ある推進のためには、計画（Plan）、実行（Do）、点検・評価（Check）、見直

し（Act）といった、ＰＤＣＡサイクルを基本として、計画の進行管理を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．点検・評価・公表 
 本計画の進行管理にあたり、環境経営本部が次の項目について点検・評価を行い、適宜、取り

組みや施策・事業を見直します。また、これらの結果は、毎年度、「西東京市環境白書」としてと

りまとめ、公表して意見を募集します。 

点検・評価項目 評価頻度 把握方法 

温室効果ガス排出量 毎年度 統計資料により把握 

取り組みの実施状況 ３年程度毎
アンケート等により取り組みの実施状

況及び効果を把握 

行動目標(重点施策)や事業の実施状況 毎年度 庁内推進委員会を中心に把握 
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市域からの温室効果ガス排出量、対策の実施状

況等の点検・評価、環境白書等を通じた公表 

各主体の取り組みの見直し、施策・事業の見直

し(予算への反映)、計画の見直し 




